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歯科材料 09歯科用研削材料 JMDN70907000

‐般医療機器 歯科用研磨器材

レ ー ズ 用 磨 き 砂

*【 形状・構造 等及び原理等 】

本材は、「 記成分より構成される

*【 保管方法及び釘効期間等 ,

1生 り
1犬 成分

!′ヽ」」r
Tガ ノヽ アル ミナ及びケイ砂

*【 1吏 用目的又は効果 】

金属・アクリル床 0ス ルフォン床の

レース研磨用の磨き砂 )́

*【 1吏 用方法等 】

本品粉末に対 し、水を適度に加えて練和し

お好みの泥状にして、レース研磨時に使用

して下さいぅ

【千吏用 llの 注意 】

1)1吏 用注意

(1)本 品は、高温・多湿の場所を避 けて保管する事

(■ 開封後は、密封 して保管することっ

.)本 品は、歯科の従事者以外が触れないように

適切に保管・管理することtD

【包 装 】

2kg e2.5 kgノ、020kg

*【 製造販売業者及び製造業者等の氏 名又は

名称等 】

製造販売 業者 有限会社  ヲ=_ェ ルく ト

及び製造 元

〒5690011大阪府高槻市道鵜町4「 日20番 10号

〕本品を扱 う際 には粉塵による人体の影響を

避 ける為、局所吸塵装置、公的機関が認 可した  TEL 0 7 2-669-4180

防塵マ スク写を使用し、粉塵を吸 入しないこと.FAX 0 7 2-669-4182
)本品を使用する際には、眼の損傷を防 く為に

保護眼鏡などの防具を使用すること,、      製造 元 有限会社  ヲ=_ェ_ ラく ト

・三)本品は、その it生 の歯科用研削材及び研磨材の

用途以外には使用 しないことc

(1｀ 本品は、歯科医療有資格 者以外は使用 しない

ことぅ

2)重 要な基本的注意

本品が、眼に人 らないように注意すること。万一

眼に入った場 合は、直ちに大量の流水で洗浄 した

後、眼科医の診断を受 けることぅ


